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兵庫教区門徒総代会幹部研修会について （お知らせ）

謹啓

　

慈光照護のもと、益々ご清栄にてご法義ご相続のこととお慶び申しあげます。

　

さてこの度、 教区門徒総代会主催にて標記研修会を別紙の通りオンライン併用にて開催い

たします。

　

なお、 会場参加が難しい方はオンラインでのご参加をご依頼しておりますが、 オンライン

での参加が難しい方もおられます。つきましては、評議員より所属寺院を通じてご相談がご

ざいましたら、組オンライン拠点設置のご協力を賜りますようお願い申しあげます。

　

貴職におかれましては、 ご多忙とは存じますが、何卒ご協力賜りますよう重ねてお願い申

しあげます。

　

申し込みにつきましては、貴組門徒総代会評議員宛に開催要項を出状し、参加者名簿提出

の依頼をいたしておりますので、 ご配慮くださいます様よろしくお願い申しあげます。

以

　

上



厩司 兵庫教区門徒総代会幹部研修
（オンライン併用開催）

謹啓

　

慈光照護のもと、 益々ご健勝にてご法表ご相続のこととお慶び申しあげます。

　

さてこの度、 門徒総代としての役割を学び、総ィ としての自覚を深めることを日的に、標記研修
会を感染対策を徹底し、 オンライン併用にて下記の通り開催いたします。

　

つきましてと ご多用のこととは存じますが、 ご参加賜りますようご案内申しあげます。

　　　　　　　　　　　

＜開

　

催 要 項〉

１、 日

　　

時

　　

２Ｏ２２年８月２６日 （金） １３：３Ｏ～

　

受付開始１３：ＯＯ～

２、 会

　　

場

　　

本願寺神戸別院

〒６５０－００１１

　

神戸市中央区下山手通８－１－１ ③０７８－３４１－５９４９

阪急「花隈駅」 より徒歩的２分／ＪＲ「神戸駅」 より徒歩約１５分

３、 講

　　

師

　　

宇野

　

哲也

　

師

（浄土真宗本願寺派

　

門信徒教化都部長・社会部人権問題担当部長）

　

′

　　　　　　

「 門徒総代として～農讃法要にむけて～ 」４、 ブ

　

ー

　

マ

５、研修教材

　　

門徒総代として （本願寺出版社発刊）

※お持ちでない方は当日別院にて販売いたします （一冊税込４９５円）

６、 参 加 者

　　

各組より門徒総代２名程度

７、 参 加 費

　　

無料

８、 持 参 品

　　

聖典・式章・念珠・筆記用具・その他

９、申込方法

　　

各組評議員取りまとめの上、８月２２日（月）までに教務所宛にお申し込みお願いし

ます。

１０． オンライン参加方法

　　　　　　　

オンライン （Ｚｏｏｍ） での参加を希望される方は、 各自下記メールア ドレスへお

　　　　　　

申 し込 みく ださ い。

　　　　　　　

メ ー ル ア ドレス 『ｋｏｉｏ＠ｍｏｄａｎ－ｔ．ｏｒ．ｉｐ』 担 当者 ： 虎 城

　　　　　　　

※１３：００ に招待メールをお送りさせていただきます。

　　　　　　　

※個別の接続テストをご希望の方はご連絡ください。

　　　　　　　

※各組評議員の取り纏めは行いません。

１１、 日

　　

程

　　

※裏面に記載

１２． そ

　

の 他

　　

コロナウィルス感染防止対策について

　　　　　　　

当日、 マスクの着用・受付にてチ指消毒、 検温・飲食の禁止（飲み物がぬ要な場合

　　　　　　　

は各自持参）を徹底させていただきます。
※感染拡大によりまん延防止等重点処置等が発今された場合、中止またはオンラィン開催のみの判

断 を させて い た だく 場 合 が ご ざい ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　

上


